
公共施設等最適化推進基本計画等の

これまでの経緯

計画策定の背景

1970 年（昭和 45 年）の市制施行以降、高度経済成長に伴う急速な
人口の増加や多様化する市民ニーズに応えるため、小・中学校をはじ
めとする公共建築物や道路、公共上下水道などのインフラ都市基盤と
いった「公共施設等」の整備を集中的に進めてきました。

・公共施設の多くが老朽化し、大規模改修や更新の時期を一斉に迎え
多額の費用が見込まれています。

・また、景気の低迷や少子高齢化による市税収入の減少、扶助費の増
大などにより、市の財政状況は厳しい状況が続いています。

・現在保有する公共施設を限られた財源で効果的・効率的な行政運営
を行うことは地方公共団体にとっての課題です。

・市民サービスの水準は維持しつつ、将来世代により良い公共施設等
を残していくために各計画を策定してきました。
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H27年以降からこれまで進めてきた公共施設の施策

H27年1月 泉南市公共施設等ファシリティマネジメント推進基本方針⇓
H28年3月 泉南市公共施設等最適化推進基本計画(R4年2月一部追記)⇓
H29年4月 泉南市公共施設等最適化推進実施計画⇓
R3年3月 泉南市公共施設等個別施設計画(第1期)

R4年4月 泉南市営住宅長寿命化計画 個別施設計画

R5年3月 泉南市立小中学校再編計画

・基本計画策定から約10年、個別施設計画(第1期)策定から約5年が経
過しており、計画の改定・第2期計画の策定時期を迎えています。
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計画の期間

・公共施設等最適化推進実施期間は、2017年度から2056年度までの
40年間とし、個別施設計画は各期10年間とします。
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本
方
針
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第２期
（2027～2036）
第2期実施計画
の策定・実施

（第1期の進捗･成果､人口推
移､財政状況､施設状況等）

第１期
（2017～2026）
第1期実施計画
の策定・実施

第３期
（2037～2046）
第3期実施計画
の策定・実施

（第2期の進捗･成果､人口推
移､財政状況､施設状況等）

第４期
（2047～2056）
第4期実施計画
の策定・実施

（第3期の進捗･成果､人口推
移､財政状況､施設状況等）

計画の概要
対象施設
・庁舎や学校施設といった公共建築物130施設(約260棟：概ね50㎡以

上の棟)と道路・橋りょう・上下水道などのインフラ資産
・現在行政目的を有していない施設
公共建築物内訳：2015年3月末(H27年) 現在行政目的を有していない施設一覧

2015年3月末(H27年)



計画の概要
計画の目的
・安全・安心で利便性の高い公共サービスの提供と健全な財政運営の両立
・未来を創る投資を確保し、持続可能な地域社会を構築

目標 公共施設等の最適化

基本理念
・公共施設を経営資源としてとらえる
・何を捨てるかではなく何を残すか、どう活用するかの観点からの最適化を進める

基本指針
１.市域全体における公共施設等の最適化を、市民・地域協働で考えます。
２.財政規模や人口減少に対応した住みやすいまちづくり(コンパクトシティの

形成)をめざします。
３.市民にとって魅力ある公共サービスを提供、維持するために、必要な機能

を確保したうえで、複合化・集約化や官民連携等といった手法を駆使して
施設の統廃合や再配置を実施し、あわせて未利用財産を有効に活用します。

４.インフラ資産を含め維持すべき施設については、予防保全の徹底と長寿命
化を図る計画を立て、将来にわたり、一元管理のもとで 維持管理更新費の
最小化に努めます。

計画の概要

最適化原則
・原則として新たな施設はつくらない。
・施設の総量の大幅な縮減を行う。
・施設・機能の複合化、集約化を図る。
・常に施設・資産の有効化を図り、普通財産等の売却や貸付を行う。
・維持する施設の計画的かつ適正な維持管理を行う。
・取組体制を一元化し、未来の公共施設のあり方を市民協働で実現化する。

最適化ビジョン
・中心拠点(市役所周辺エリア)、生活拠点(南海樽井駅・岡田浦駅・JR和泉砂

川駅・新家駅のそれぞれ周辺エリア)に公共建築物を集約していく。
・中心拠点と生活拠点を公共交通機関により連携させて、多種ネットワーク型

のコンパクトなまちづくりを目指す。



計画の数値目標

・公共建築物を現在と同規模同数で40年間維持しようとすると、
185.5億円の財源不足となることが試算されています。

そのため、
・公共建築物の延床面積40％削減
・インフラ資産の安全・安心の確保と経費の縮減

を数値目標として設定することにより、財政見通し等による投資可
能額の範囲内に収めることを目指しています。

第1期計画の進捗状況(第1期個別施設計画 2021(R3).3より)

◇第1期計画における延床面積の縮減率
・基礎となる公共施設の延床面積の総量：171,149.0㎡
・目標とする公共施設の縮減面積の総量：68,459.6㎡(縮減率：40%)
・第１期計画期間中の公共施設の縮減面積の総量：4,778.0㎡

(縮減率：2.79％)

2056年度までに残り 63,681.6㎡ 縮減する必要があります。

◇目標とする公共施設の縮減面積の総量

〇基本計画：延床面積を40％縮減(2017～2056)

〇個別施設計画(第1期)：延床面積を10％縮減(2017～2026)


